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  六ヶ 所再処理工場における 使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにア ク ティ ブ試験に伴う 使

用済燃料等の取扱いに当たっ ての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する 協定第４ 条の

規定によ り 、 次のと おり 計画書を 提出し ま す。  

計画の種別 １ ． 施設の新設  ２ ． 施設の変更  ３ ． 施設の廃止 

施設の名称  六ヶ 所再処理工場 

新設等の目的 

 施設の 変更 

（ １ ）  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の 設置 

低レ ベル固体廃棄物の 保管廃棄能力を 向上さ せる た め 、 保管

廃棄能力約72, 000本（ 200ℓド ラ ム 缶換算） を 有する 第３ 低レ ベ

ル廃棄物貯蔵建屋を 設置する 。  

（ ２ ）  そ の 他 

第１ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋、 第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋

及び第４ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋に 貯蔵し て い る 低レ ベル固体

廃棄物を 低レ ベル廃棄物処理建屋に て 処理で き る よ う に する 。  

 

以 上 

 

 

 

（ 添付資料） 六ヶ 所再処理工場における 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置等について 

 



 
 

 
 

（ 添付資料）  

 
 
 
 
 
 
 

六ヶ 所再処理工場における 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置等について  
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１ ． はじ めに 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋は、2013 年に基本設計が完了し 、同年３ 月に青森県、

六ヶ 所村の了解を 得て、 同年６ 月に事業変更許可申請を 行っ たが、 その後「 再処理

施設の位置、 構造及び設備の基準に関する 規則」（ 以下「 新規制基準」 と いう 。） の

施行を 踏ま え、 設計に新規制基準を反映し た上で再申請すべく 2020 年３ 月 13 日に

申請を 取り 下げた。 当社再処理施設の事業変更許可申請が 2023 年 10 月 27 日に許

可を受けたこ と から 、 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋に係る 事業変更許可の再申請を

行う 。  

現状、 再処理工場本体の運転開始に先立ち使用し ている 使用済燃料受入れ・ 貯蔵

施設から 発生し た低レ ベル固体廃棄物は、 低レ ベル廃棄物処理建屋（ 以下「 処理建

屋」 と いう 。） にて減容等の処理をし ないま ま 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 以下「 貯蔵

建屋」 と いう 。） に貯蔵し ており 、 再処理本体のし ゅ ん工後に処理する 計画である 。

こ のため、 貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体廃棄物を処理建屋に移送し 、 処理

する こ と を申請書に具体的に明記する こ と を合わせて申請する 。  

現行の貯蔵建屋は 2030 年２ 月に満杯になる 見通し だが、 上記の保管廃棄能力向

上対策によ っ て、低レ ベル固体廃棄物を 2044 年２ 月ま で貯蔵でき る 見込みである 。  

次章以降に、 設置及び変更の概要と 安全性について示す。 図－１ に、 再処理事業

所における こ れら 建屋の配置図を示す。   
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２ ． 施設の変更 

 2. 1 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置 

 2. 1. 1 設置の概要 

再処理工場から 発生する 低レ ベル固体廃棄物の保管廃棄能力の向上を 図る ため、

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 最大保管廃棄能力 約 72, 000 本） を 設置する 。 第３

低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の平面図・ 断面図を 図－２ に示す。本建屋の設置によ り 、

最大保管廃棄能力は、 約 82, 630 本から 約 154, 630 本に向上する 。  

本建屋の主要構造、耐震ク ラ ス 、対象廃棄物、貯蔵方法、廃棄物積付け段数等は、

既設の第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 最大保管廃棄能力約 55, 200 本） と 同様であ

る 。（ 表－１  参照）  

表－１  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の概要 

 
 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 

（ 参考）  

第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 

主 要 構 造 鉄筋コ ンク リ ート 造 鉄筋コ ンク リ ート 造 

階 数 地上２ 階、 地下４ 階 地上２ 階、 地下３ 階 

寸 法 

( 南北×東西×地上高さ )  

約 72ｍ×約 65ｍ×約 14ｍ 

      （ 全高約 41ｍ）  

約 70ｍ×約 65ｍ×約 13ｍ 

      （ 全高約 32ｍ）  

耐震ク ラ ス  Ｂ  Ｂ  

最大保管廃棄能力 

( 200ℓド ラ ム缶換算)  
約 72, 000 本 約 55, 200 本 

対象廃棄物 低レ ベル固体廃棄物 低レ ベル固体廃棄物 

貯蔵方法 

（ 地上１ 階）  

 有人フ ォ ーク リ フ ト  

（ 地下階）  

 自動フ ォ ーク リ フ ト  

（ 地上１ 階）  

 有人フ ォ ーク リ フ ト  

（ 地下階）  

 自動フ ォ ーク リ フ ト  

廃棄物積付け段数 

（ ド ラ ム缶の場合）  
３ 段積み ３ 段積み 

 

 2. 1. 2 設置に係る 安全性について 

（ 1） 放射線遮蔽 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の放射線遮蔽は、 以下の方針で設計を行う 。  

① 再処理工場から の平常時の直接線及びス カ イ シャ イ ン 線によ る 公衆の線量

が十分低く なる よ う に、 適切な遮蔽を設ける 。  

② 放射線業務従事者が立ち入る 場所については、遮蔽設計の基準と なる 線量率

を 施設内の区分に応じ 適切に定める 。ま た、開口部又は配管等の貫通部がある

も のに対し ては、 必要に応じ 放射線漏えい防止措置を 講ずる 。  
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③ 遮蔽設計に当たっ ては、遮蔽計算に用いら れる 線源、遮蔽体の形状及び材質、

計算誤差等を 考慮し 、 十分な安全裕度を 見込む。  

（ 2） 放射性物質の閉じ 込めの機能 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋では、 放射性物質を 直接取り 扱う 設備がなく 、

廃棄物はド ラ ム缶等の容器に収納し た状態でのみ取り 扱う こ と と する 。  

なお、 外部への放射性物質の拡散の可能性は非常に低いが、 換気設備によ り

建屋内が負圧と なる よ う 調整する 。  

（ 3） 放射性廃棄物の放出管理 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋では、 放射性物質を 直接取り 扱う 設備がなく 、

廃棄物はド ラ ム 缶等の容器に収納し た状態でのみ取り 扱う こ と から 、 気体廃棄

物及び液体廃棄物の放出はない。  

（ 4） 放射線監視 

放射線業務従事者の作業環境について、第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋では放射

線サーベイ 機器を用いた巡視によ り 線量当量率の測定監視を 行う 。  

（ 5） 平常時における 公衆の線量評価（ 図－３  参照）  

① 放射性物質の放出によ る 公衆の実効線量 

現行の再処理工場から の放射性物質の放出によ る 公衆の実効線量は年間約

2. 2×10－２ ｍＳ ｖ である 。  

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置によ っ ても 、 上記（ 3） のと おり 放射性

気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出はなく 、推定年間放出量に変更はない。 

② 直接線及びス カイ シャ イ ン線によ る 公衆の実効線量 

現行の再処理工場から の直接線及びス カ イ シャ イ ン 線によ る 公衆の実効線

量は、 主排気筒から Ｎ Ｅ 方向約 620ｍの敷地境界において最大と なり 、 建物か

ら 年間約５ ×10－３ ｍＳ ｖ 、洞道（ 地下ト レ ンチ） から 年間１ ×10－３ ｍＳ ｖ 未満

で、 合計する と 年間約６ ×10－３ ｍＳ ｖ である 。  

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋から の直接線及びス カ イ シャ イ ン 線によ る 公

衆の実効線量は、 主排気筒から Ｗ方向約 930ｍ及びＷＳ Ｗ方向約 960ｍの敷地

境界（ 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋から の距離は、 と も に約 400ｍ） において

最大と なり 、 その値は年間約 1. 1×10－５ ｍＳ ｖ である 。 ま た、 主排気筒から Ｎ

Ｅ 方向約 620ｍ（ 現行の再処理工場の最大地点： 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋

から の距離は約 1, 170ｍ） の敷地境界における 直接線及びス カイ シャ イ ン線に

よ る 公衆の実効線量は、 年間約 2. 5×10－８ ｍＳ ｖ である 。（ 表－２  参照）  
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表－２  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋から の直接線及びス カイ シャ イ ン線によ る 実効線量 

評価地点（ 主排気筒から の方位）  実効線量（ ｍＳ ｖ /年）  備 考 

Ｗ、 ＷＳ Ｗ方向 約 1. 1×10－５  
本建屋分の 実効線量が

最大と なる 地点 

Ｎ Ｅ 方向 約 2. 5×10－８  
現行の再処理工場の実効

線量が最大である 地点 

なお、 直接線及びス カイ シャ イ ン線によ る 公衆の実効線量は、 こ れま での安

全審査における 計算と 同様、直接線については点減衰核積分コ ード（ Ｑ Ａ Ｄ ）、

ス カイ シャ イ ン線については一次元輸送計算コ ード （ Ａ Ｎ Ｉ Ｓ Ｎ ） と 一回散乱

計算コ ード （ Ｇ －33） を 組み合せて計算地点の放射線束を算出し 、 換算係数を

乗じ て計算し ている 。  

③ 公衆の実効線量の評価 

上記①のと おり 、 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置によ っても 、 放射性気

体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出はないこ と から 、現行の再処理工場から

の放射性物質の放出によ る 公衆の実効線量（ 年間約 2. 2×10－２ ｍＳ ｖ ） は変わ

ら ない。  

ま た、上記②のと おり 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋から の直接線及びス カイ

シャ イ ン線によ る 公衆の実効線量が最大と なる 地点（ Ｗ、 ＷＳ Ｗ方向） 及び現

行の再処理工場の実効線量が最大である 地点（ Ｎ Ｅ 方向） それぞれにおける 実

効線量は、現行の直接線及びス カイ シャ イ ン線によ る 公衆の実効線量よ り も 十

分小さ いこ と から 、現行の直接線及びス カイ シャ イ ン線によ る 公衆の実効線量

の最大値（ 主排気筒から Ｎ Ｅ 方向、 年間約６ ×10－３ ｍＳ ｖ ） は変わら ない。  

し たがっ て、放射性物質の放出によ る 実効線量と 直接線及びス カイ シャ イ ン

線によ る 実効線量を 足し 合わせても 法令に定めら れた線量限度（ 年間１ ｍＳ ｖ ）

を十分下回っている こ と に変更はない。（ 表－３  参照）  

表－３  再処理工場全体の実効線量 

 現 行 建屋増設後 

放射性物質の放出によ る  

公衆の実効線量 

約 2. 2×10－２  

 

約 2. 2×10－２  

（ 変更なし ）  

直接線及びス カイ シャ イ ン 

線によ る 実効線量 

（ Ｎ Ｅ 方向）  

約６ ×10－３  

建物 約５ ×10－３  

洞道 約１ ×10－３ 未満 

 

約６ ×10－３  

建物 約５ ×10－３  

洞道 約１ ×10－３ 未満  

（ 変更なし ）  

（ 6） 地震に対する 考慮 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋は、安全上重要な施設に該当する 構築物、系統及

（ 単位： ｍＳ ｖ /年）  
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び機器がないこ と から 、 耐震Ｂ ク ラ ス と する 。  

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋は、耐震Ｂ ク ラ ス に適用さ れる 地震力に十分に支

持する こ と ができ る 地盤に設置する と と も に、耐震Ｂ ク ラ ス に適用さ れる 地震力

に耐える よ う に設計する 。  

（ 7） 飛来物防護 

  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋は、 三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が墜

落する こ と を想定し 、 航空機落下対策を講ずる こ と と し 、 建屋の外壁は、 航空機の

エンジンの衝突に対し て貫通が防止でき 、かつ、航空機全体によ る 衝撃荷重に対し

て建屋躯体が健全性を確保でき る よ う 設計する 。  

（ 8） 火災・ 爆発に対する 考慮 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の火災に対する 考慮については、以下の方針で設

計を 行う 。  

① 可能な限り 不燃材又は難燃材を使用し 、可燃性物質を 取り 扱う 系統及び機器

は、 着火源排除等の火災の発生を防止する 設計と する 。  

② 低レ ベル固体廃棄物は、火災の発生や拡大を 防止する ため不燃性のド ラ ム缶

等の容器に収納する 。  

③ 消防法、建築基準法及びその他規則・ 規定等に基づき 火災報知設備及び消火

設備を 配置し 、 火災によ る 影響の低減等の対策を 講ずる 設計と する 。 ま た、 火

災報知設備の火災信号を 中央制御室で確認でき る 設計と する 。  

（ 9） 臨界安全 

  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋では、 取り 扱う 廃棄物に含ま れる ウ ラ ン、 プルト

ニウ ムは非常に微量である ため臨界のおそれはない。  

（ 10） 崩壊熱除去 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋では、取り 扱う 廃棄物に含ま れる 核分裂生成物は

微量である ため、 崩壊熱除去の考慮は不要である 。  
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 2. 2 その他 

 2. 2. 1 変更の概要 

（ 1） 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体廃棄物の処理 

現在許可さ れている 申請書では、 再処理工場から 発生する 紙、 布、 フ ィ ルタ 、

ポンプ等の低レ ベル固体廃棄物を処理建屋で焼却や圧縮減容等の処理を する こ と

の許可を 得ている が、 貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体廃棄物を取り 出し 、

処理建屋にて処理する こ と は許可さ れておら ず実施でき ない。  

現状、 再処理工場のう ち、 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する こ と が

認めら れた施設である 使用済燃料受入れ・ 貯蔵施設において、 点検等に伴い発生

し た低レ ベル固体廃棄物は、 ま だし ゅ ん工し ていない処理建屋では取り 扱う こ と

ができ ないこ と から 、 貯蔵建屋のう ち、 既にし ゅ ん工し ている 第１ 低レ ベル廃棄

物貯蔵建屋およ び第４ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋、 一部先行使用の第２ 低レ ベル廃

棄物貯蔵建屋にそのま ま 貯蔵し ている 。 こ れら 貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル

固体廃棄物を 取り 出し 、 処理建屋にて処理する こ と を 計画し ている 。  

ま た、 併せて再処理設備本体の貯蔵建屋である 第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋に

貯蔵し ている ド ラ ム缶等について、 処理建屋にて収納効率の高い容器に詰替え処

理を 行う 計画である 。  

よ って、 貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体廃棄物を取り 出し 、 処理建屋に

て処理する こ と ができ る よ う に事業変更許可申請を行う 。  
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３ ． 低レ ベル固体廃棄物の最大保管廃棄能力について  

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の最大保管廃棄能力は約 72, 000 本分（ 200ℓ ド ラ ム缶

換算） であり 、 貯蔵建屋全体の最大保管廃棄能力は約 154, 630 本分（ 200ℓ ド ラ ム缶換

算） と なる 。（ 表－４  参照）  

 

表－４  低レ ベル固体廃棄物の最大保管廃棄能力 

建屋名称 最大保管廃棄能力 

第１ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 既設）  約 13, 500 本   

使用済燃料受入れ・ 貯蔵建屋（ 既設）  約 430 本   

第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 既設）  約 55, 200 本   

第４ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 既設）  約 13, 500 本   

小 計（ 既設）  約 82, 630 本   

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋（ 新設）  約 72, 000 本   

合 計（ 既設＋新設）  約 154, 630 本   

 

再処理工場し ゅ ん工後の低レ ベル固体廃棄物の推定年間発生量は 200ℓド ラ ム缶換

算で約 6, 775 本/年であり 、 既設の貯蔵建屋は 2030 年２ 月に満杯になる 見通し であ

る 。 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置及び貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体

廃棄物の処理によ り 、 最大保管廃棄数（ 約 154, 630 本） 到達ま での期間は第３ 低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋のし ゅ ん工後約 12. 5 年（ 2044 年２ 月） と なる 。  

（ 図－４  参照）  
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４ ． 変更に係る 予定  

再処理事業所 事業変更許可申請  

2026 年４ 月 

 

使用の開始 

 第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋の設置  

2031 年度上期 

 その他 

低レ ベル廃棄物貯蔵建屋に貯蔵し ている 低レ ベル固体廃棄物の処理 

  2027 年度下期 
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図－１  再処理事業所内配置図 

  

第２ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 

第４ 低レ ベル廃棄物 

貯蔵建屋 

第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 
 

第１ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・ 貯蔵建屋 
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【 地下４ 階平面図】            【 地上１ 階平面図】  

 

※地下４ 階～地下１ 階の構造は、 ほぼ同様である こ と から 、 代表と し て地下４ 階を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 Ａ －Ａ 断面図】  

 

 

 

 

 

 

図－２  第３ 低レ ベル廃棄物貯蔵建屋 平面図・ 断面図  

  

Ａ  Ａ Ａ  Ａ
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図－３  平常時の公衆の線量評価 

 

 

第３低レベル廃棄物貯蔵建屋 

・第３低レベル廃棄物貯蔵建屋から約４００ｍ  

・主排気筒から約７９０ｍ  

・第３低レベル廃棄物貯蔵建屋からは、Ｗ、ＷＳ

Ｗ方向の線量が最大 

・再処理工場全体では、ＮＥ方向の

線量が最大 

・第３低レベル廃棄物貯蔵建屋か

ら約1,170ｍ 

・主排気筒から約620ｍ 

・第３低レベル廃棄物貯蔵建屋からは、Ｗ、ＷＳ

Ｗ方向の線量が最大 

・第３低レベル廃棄物貯蔵建屋から約400ｍ  

・主排気筒から約930ｍ～約960ｍ 
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図－４  低レ ベル固体廃棄物の保管廃棄数の推移 
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参考１  低レ ベル固体廃棄物の流れ 


